
2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務

企画提案質問回答書

令和８年５月１日

2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務企画提案質問書について、以下のとおり回

答する。

質問事項

（質問）

１ 静岡県が行っている、グリーンインフラは具体的に何かありますか？

また、花や緑、園芸文化の振興に関し、積極的に行っている事業はありますか？

例：〇〇市は、意欲的に緑化対策をしている、等

（回答）

下記のとおり、回答する。

（１）グリーンインフラ事業（農業分野に関係するもの）

・みどりの食料システム戦略の推進

・流域治水における「田んぼダム」の取組

・県営林（資源循環林地）の J-クレジット取得

（２）花や緑、園芸文化の振興事業事例

・花緑出張サービス

花と緑にあふれた美しい地域づくりを進めるため、県民が気軽に花壇づくりや花

装飾をアドバイスできる人材を「しずおか花のアドバイザー」として登録し、ア

ドバイザーを講師として学校等に派遣している。

・インスタグラムフォトコンテスト

花を意識するきっかけを提供するため、インスタグラムを活用したフォトコンテ

ストを開催している。

・県産花き楽しみ方体験会

生け方のコツ等を伝えながら、参加者に県産花きをミニ花瓶に生ける体験会を開

催している。

（質問）

２ 博覧会協会が加入する賠償責任保険の費用請求負担とありますが、負担額はい

くらとなりますでしょうか。

（回答）

出展内容や受託業務内容等が決まっていないため、協会から費用の根拠が示され

ていない。大阪・関西万博の保険ガイドラインを参照すること。

ʻ＜参考＞ 大阪・関西万博 保険ガイドライン C-21’ からの引用

（費用負担単価）

施設賠償責任保険部分の費用負担： 285円/㎡ ・・・・・ ①

生産物賠償責任保険部分の費用負担：

a)食品を提供する場合：580円/㎡ ・・・・・ ②

b)製品を販売する場合：350円/㎡ ・・・・・ ③

（計算方法）



費用計算については、主に、以下の３種類になります。

パターンA 食品提供なし、製品販売なし、の場合、上記①のみ計算

パターンB 食品提供あり、製品販売なし、の場合、上記①と②の合算

パターンC 食品提供あり、製品販売あり、の場合、上記①②③の合算

上記保険は、施設賠償責任保険と生産物賠償責任保険の保険約款の「保険金が支

払われる場合」に規定された対象のみ補償されるもの。

補償対象外に該当するものが出展内容・受託内容等に含まれる場合（自動車の使

用、装置の設置、建物の建設、美術品の展示、展示品の輸送、など）には、各自、

必要な他の保険契約（賠償責任保険、自動車保険、工事保険、火災保険、動産総

合保険、または、運送保険など）は別途検討すること。


